
令和５年矢巾町議会定例会６月会議議事日程（第５号） 

 

                           令和５年６月１５日（木） 

                           午前１０時 開  議 

 

 

第１．請願・陳情の審査報告 

   ５請願第１号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める請

願 

 

第２．議案第４１号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第２号）について 

 

第３．議案第４２号  令和５年度矢巾町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

第４．議案第４３号 令和５年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

  

第５．議案第４４号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 

 

第６．議案第４５号 矢巾町住民総合ポータルアプリ構築及びホームページリニュー

アル業務委託契約の締結について 

 

第７．議案第４６号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

第８．議案第４７号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第３号）について 

 

第９．発議案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める

意見書の提出について 



議 案 目 次（追 加） 

 

 

                       令和５年矢巾町議会定例会６月会議 

 

10．議案第４４号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 

 

11．議案第４５号 矢巾町住民総合ポータルアプリ構築及びホームページリニューア

ル業務委託契約の締結について 

 

12．議案第４６号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

13．議案第４７号 令和５年度矢巾町一般会計補正予算（第３号）について 

 

14．発議案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意

見書の提出について 

  









議案第４４号 

 

監査委員の選任に関し同意を求めることについて 

 

 次の者を矢巾町監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

196条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

令和５年６月 15 日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

 

 

 

 住 所    

 

 氏 名    

         昭和  年  月  日生 

 

 



議案第４５号 

 

   矢巾町住民総合ポータルアプリ構築及びホームページリニューアル業務委

託契約の締結について 

 

 矢巾町住民総合ポータルアプリ構築及びホームページリニューアル業務委託に関

し、次のとおり契約を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１

項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

39年矢巾町条例第８号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 業 務 名  矢巾町住民総合ポータルアプリ構築及びホームページリニュー

アル業務委託 

２ 業 務 場 所  矢巾町役場 

３ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契

約 

４ 契 約 金 額  ８２，６３６，９５０円（税込） 

５ 契約の相手方  東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

          株式会社ＪＡＰＡＮＤＸ 

           代表取締役 菅 原 貴 弘 

 

 

 

 

  令和５年６月15日提出 

 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 



議案第４６号 

 

   一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和43年矢巾町条例第23号）の一部を

次のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年６月15日提出 

 

 

 

                  矢巾町長  高 橋 昌 造 

 

 

 



   一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和43年矢巾町条例第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 

１・２ 〔略〕 

 （新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業手当の

特例） 

３ 職員が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定め

る等の政令（令和２年政令第11号）第１条に規定する新型コロ

ナウイルス感染症（以下この項において「新型コロナウイルス

感染症」という。）の患者若しくは新型コロナウイルス感染症

の疑いのある者（次項において「患者等」という。）の救護又

は新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された物件若しく

は汚染の危険がある物件の処理作業に従事したときは、防疫作

業手当を支給する。この場合において、第３条の規定は、適用

しない。 

４ 前項の手当の額は、作業１日につき3,000円（患者等の身体に

接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業に従事し

た場合にあっては、4,000円）とする。 

附 則 

１・２ 〔略〕 

   

 

〔削除〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔削除〕 

備考 改正箇所は改正前欄の下線部分の規定であり、〔 〕の記載は注記である。 

    附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



説 明 資 料 

 

 

 

 

令和５年矢巾町議会定例会６月会議 

提出議案の条例に係る概要説明 
 

 

 

 



１ 議案第４６号  

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

２ 改正の根拠 

新型コロナウイルス感染症について、令和５年５月８日から「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）」上の取り

扱いが新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとして、５類感染症に位置

付けされたことから、新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業に従

事した際に支給される手当に関する規定を削除するもの。 

３ 主な内容 

新型コロナウイルス感染症に対処するため、防疫作業に従事した際に支給する

手当（１日につき３千円、ただし患者等の身体に接触して作業に従事した場合は

４千円）に関する規定を削除するもの。 

４ 施行期日等 

公布の日 

 

 

 



発議案第５号 

 

   安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の 

提出について 

 

 上記の議案を別紙のとおり矢巾町議会会議規則(昭和62年矢巾町議会規則第１号)第

14条の規定により提出する。 

 

 

 

 

 

   令和５年６月１５日 

 

 矢巾町議会議長   廣 田 清 実  様 

 

 

 

           提出者  矢巾町議会議員  小 川 文 子 

 

           賛成者     〃     水 本 淳 一 

 

            〃      〃     髙 橋   恵 

 

          〃       〃     横 澤 駿 一 

 

            〃      〃     昆   秀 一 

 

            〃      〃     谷 上 知 子 

 

             

 

 



安全・安心の医療・介護実現のため 
人員増と処遇改善を求める意見書 

 
 新型コロナウイルス感染の拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない「医療

崩壊」や、介護を受けたくても受けられない「介護崩壊」が現実となりました。これは、

感染対策の遅れはもちろんのこと、そもそも他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医師

や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因です。人手不足が長年続いている状況

を解消するためには、ケア労働者の処遇改善が必要です。また、16 時間を連続で働く過酷

な長時間夜勤や、極端に短い勤務と勤務の間隔を解消することなど、労働時間規制を含め

た実効ある対策は、猶予できない喫緊の課題です。 
毎年のように発生している自然災害時の対応や新たな感染症に備えるためにも、平常時

から必要な人員体制の確保を国の責任で行い、対策の中心となる公立・公的病院や保健所

の拡充など機能強化を強く求めます。 
私たちは、安全・安心の医療・介護の実現のために下記の事項について国に要望します。 

 

記 

１ 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職員などの配置基準を

抜本的に見直し、大幅に増員すること。また、安定した人員確保のためにも、ケア労働

者の賃上げを支援すること。 

２ 医療や介護現場における「夜勤交替制労働」に関わる労働環境を抜本的に改善するこ

と。 

① 労働時間の上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数の制限など、労働環境改

善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。 

② 夜勤交替制労働者の１週間当たりの労働時間を短縮すること。 

③ 介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制

とすること。 

３ 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院の医療提供体制の拡充・強化、

保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。 

４ 医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担を軽減すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

   令和５年６月１５日 

 
 内閣総理大臣  岸 田 文 雄  殿 
 総 務 大 臣  松 本 剛 明  殿 
 財 務 大 臣  鈴 木 俊 一  殿 
 厚生労働大臣  加 藤 勝 信  殿 
 内閣官房長官  松 野 博 一  殿 

 衆議院議 長  細 田 博 之  殿 

 参議院議 長  尾 辻 秀 久  殿       

 県選出国会議員   



衆議院議員   階     猛  殿 

   〃     藤 原   崇  殿 

   〃     小 沢 一 郎  殿 

 参議院議員   横 澤 高 徳  殿 

   〃     広 瀬 めぐみ  殿 
 
                     岩手県紫波郡矢巾町議会 
                      議 長  廣 田 清 実 
 


